入　札　説　明　書
本調達は、資料提出及び入札を電子手続（ICカードが必要です。）で行う案件です。なお、本サービスを利用できない者（様式第７の書面参加申請者）は、発注者の承諾を得た場合に限り書面で提出すること（以下「紙入札方式」という。）ができます。
１　賃貸借の場所及び面積（詳細は、別紙のとおり）
	物件
番号
	所在地
	設置場所
	貸付面積
	設置台数

	１
	中津川市中津川1088-2
岐阜県立中津高等学校

	第２棟
購買室内

	4.00㎡
幅2.0m×奥行1.0m×2台
・ペットボトル・缶専用
※災害対応型とする
・紙パック専用
　※災害対応型でない
	２台


	
	
	体育館武道場
犬走り内

	3.00㎡
幅3.0m×奥行1.0m×1台
・ペットボトル・缶専用
※災害対応型とする
	１台



　　※貸付面積には、放熱余地・回収ボックス設置部分・転倒防止部分を含む。

２　入札参加資格
　　次に掲げる要件を全て満たす法人又は個人は、入札に参加することができます。
(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号及び第２項各号に掲げられた者でないこと。

(2) 岐阜県入札参加資格者名簿(建設工事以外) に登載されている者であること｡

　(3) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。　　  以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）及び次の　
①から⑨までのいずれにも該当しないこと。
①  暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

②　役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。）をいう。以下同じ。）を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。）が暴力団員であるなど、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与していると認められる個人又は法人その他の団体（以下「法人等」という。）

③　役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用していると認められる個人又は法人等

④　役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）を利用するなどしていると認められる個人又は法人等

⑤　役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる個人又は法人等
⑥　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用するなどしていると認められる個人又は法人等

  　　⑦　役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる個人又は法人等

  　　⑧　役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これらを利用していると認められる個人又は法人等
⑨　②から⑧までのいずれかに該当する者を下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等の相手方とし（⑧に該当する場合を除く。）、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらずこれに従わない個人又は法人等
(4) 岐阜県から、岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入札参加資格停止措置要領又は岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加申込期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと。

(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。

(6) 法人にあっては岐阜県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては岐阜県内で事業を営んでいること。

(7) 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する３年以上の実績を有していること。

３　自動販売機の設置条件
　(1) 設置事業者の施設使用形態
　　　自動販売機の設置は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第２項第４号の規定に基づき、岐阜県が設置事業者に対し、行政財産である建物（又は土地）の一部を賃貸する方法により行います。
　(2) 賃貸借期間
　　　令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間とし、更新はしません。

　(3) 賃貸借料
　　　賃貸借料は、入札により決定した金額とします。
　　　賃貸借料は、契約期間の年数に均等分割して、年度ごとに納付してください。

　　　なお、消費税の増税など経済情勢の著しい変動その他正当な理由がある場合は、賃貸借料の改定を行うことができるものとします。
　(4) 必要経費
　　　自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は、全て設置事業者の負担とします。
　　　また、光熱水費についても、設置事業者の負担とします。各設置事業者において計量機器（子メーター）を設置し、それによる実費を、岐阜県が指定する期限までに全額納付してください。
　(5) 設置機器及び販売品目の条件について

　　　別紙仕様書による。
　(6) 利用上の制限
　　　契約期間中は、次の事項を遵守してください。
　　ア　入札条件を遵守し、賃貸借料及び光熱水費を期限までに確実に納付すること。
　　イ　自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
　　ウ　自動販売機の設置及び管理運営に必要な一切の業務を第三者に委託しないこと。

　(7) 維持管理
　　　契約期間中は、次の事項を遵守してください。
　　ア　商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
　　イ　自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置すること。回収ボックスに収納された容器は、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。
　　ウ　商品の搬入及び廃棄物の搬出の時間及び経路については、岐阜県の指示に従うこと。
　　エ　関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。
　　オ　自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認した上で安全に設置すること。また、設置後は、安全面に問題ないか定期的に確認すること。

　　カ　自動販売機の故障や問合せについては、連絡先を自動販売機前面に明記し、設置事業者の責任において対応すること。
　(8) 原状回復
　　　設置事業者は、契約期間が満了し、又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は、一切の補償を岐阜県に請求することができません。
４　入札手続に関する事項

　(1) 担当部局

　　　〒508-0001　岐阜県中津川市中津川１０８８－２
　　　岐阜県立中津高等学校　事務室
　　　電話　0573-66-1361
　　　E-mail　c27334@pref.gifu.lg.jp
　(2) 入札説明書の交付期間及び交付場所

　　ア　交付期間

      　令和８年２月１０日（火）から令和８年２月１９日（木）までの毎日（学校の休日を除く。）午前８時３０分から午後４時３０分まで

    イ　交付場所

　　　　岐阜県電子調達システム（入札情報公開システム）に掲載する。
電子メール又は書面による交付を希望する場合は、４の(1)まで申し出ること。
　(3) 入札参加申込みの方法

　　ア　入札への参加を希望する者は、イに定める書類を提出しなければならない。

　　イ　提出書類（提出部数各１部）

　　　① 一般競争入札参加申込書（様式第１）

　　　② 誓約書（様式第２）（代理人により入札する場合でも本人の誓約書が必要）
　　　③ 設置する自動販売機及び回収ボックスのカタログ等
　　　④ 書面参加申請書（様式第７）紙入札方式による場合のみ
　　ウ　提出期限　令和８年２月２０日（金）午後４時３０分まで（必着）
　　　　期限までに入札参加申込書を提出しない場合は、入札に参加することができない。
　　　　郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵便等」という。）又は電子手続により申込みを行う場合にあっては、期限までに４の(1)へ到達したものを有効とする。
　　エ　競争入札参加資格の確認結果は、令和８年２月２７日（金）までに通知する。
５　入札保証金及び契約保証金

岐阜県会計規則第１１４条各号に該当するときは、免除する。

６　入札の日時・場所
ア　日時　令和８年３月２日（月）午前９時から
　　　　　令和８年３月４日（水）午後４時３０分まで　
　　　　　　（入札を郵便等又は信書便で行う場合は、令和８年３月４日（水）午後４時　３０分までに４の(1)必着のこと。
イ　場所　岐阜県電子調達システム
　　　　ただし紙入札の場合、岐阜県立中津高等学校
７ 入札金額

(1) 入札金額は、３（２）の賃貸借期間中の賃貸借料の総額を記入してください。

(2) 落札者の決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。
８ 入札方法等に関する事項
(1) ４の(1)の承諾を得た場合に限り郵便等による入札を認める。なお、郵便等により 入札書を提出する場合は、入札案件案件名と入札参加者名を記載した中封筒に入札書 を封かんし、表封筒に入れて郵送すること。また、郵便によるときは、一般書留また は簡易書留によること。
(2) 入札書
 落札者の決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額 （当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもっ て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか 免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金 額を入札書に記載してください。
 （3）その他
 ・入札書は、インク等の消散し難いものにより記載して下さい。
 ・入札書の金額及び数量は、訂正することができません。
 ・入札書の記載事項（金額及び数量を除きます）を訂正する場合は、訂正印を押して 下さい。
 ・入札書は封書にして下さい。
９　開札の日時及び場所
　ア　日時　令和８年３月５日（木）午前１０時
イ　場所　岐阜県電子調達システム
　　　　　ただし紙入札の場合、岐阜県立中津高等学校
10　落札者の決定

(1) 開札した結果、落札者があるときはその者の氏名(法人の場合は、名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を入札者に知らせます。なお、落札者がないときは、別に定める日時に再度入札を行います。

(2) 落札者は、次の方法により決定します。

　①有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、岐阜県が定める予定価　
格以上で、かつ、最高の金額をもって入札した者を落札者とします。

　②落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに電子くじによって落札者を決定します。

(3) 落札者は、その権利を他者に譲ることはできません。
11　入札の中止

　　不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがあります。

12　契約の締結

　(1) 別紙県有財産賃貸借契約書（様式第５）により、契約書を作成するものとします。

　(2) 契約の締結及び履行に関する費用については、全て落札者の負担とします。

　(3) 賃貸借契約は、申込者名義で行います。

　(4) 落札者が、入札の日から本契約締結の日までの期間内に、暴力団又は暴力団関係者　　  （２の（３）の①から⑨までに掲げるものをいう。以下同じ。）に該当することが判　　　明した場合は、当該落札者と契約を締結しないものとします。

　　また、契約後に暴力団又は暴力団関係者に該当することが判明した場合は、契約を解除の上、違約金を徴収します。
13　その他

　(1) この説明書に定めのない事項については、全て地方自治法、同法施行令、岐阜県公　有財産規則（昭和３９年岐阜県規則第４８号）、岐阜県公有財産事務処理規程（昭和４９年岐阜県訓令甲第１６号）、岐阜県会計規則（昭和３２年岐阜県規則第１９号）、岐阜県会計規則取扱要領（昭和３９年３９出一第３８号出納長通知）及びその他関係法令等の定めるところによります。

　(2) 入札情報は、全て情報公開の対象となります。
	
	問合せ先
	

	〒508－0001　中津川市中津川1088-2　中津高等学校　事務室
　　ＴＥＬ　0573-66-1361　     ＦＡＸ　0573-66-1362
　　E-mail  c27334@pref.gifu.lg.jp

	


自動販売機を設置する施設の名称、所在地及び設置場所
	区　 分
	内　　 　容

	１　名　称
	岐阜県立中津高等学校

	２　所在地
	中津川市中津川１０８８－２

	３　設置場所
	別紙位置図のとおり

	４　開庁日及び開庁時間
	土日祝日を除く日、その他学校指定の休業日を除く日
８時１５分～１６時４５分

	５　職員数又は来庁者数
	職員（常勤）　６６名
生徒　　　　５６１名　　計６２７名

	６　前年度売上実績
	１，６３８，０７０円

	７　施設内にある飲料水の　自動販売機の状況
	当該自動販売機による販売のみ

	８　現在の自動販売機の飲料販売価格
	ペットボトル飲料５００ml　　１２０～１７０円
（お茶、清涼飲料水、コーヒー飲料等）
缶飲料２９０ml　　　　　　　１２０円
　　〃　１８５ｇ　　　　　　　１１０円
ペットボトル飲料２８０ml　　１２０～１８０円
（お茶、清涼飲料水、コーヒー飲料等）
紙パック飲料　１３０～１４０円
（清涼飲料水、フルーツ飲料、コーヒー飲料）
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